
告 示

石川県告示第150号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、同項に規定する指定納付受託者（以下

「指定納付受託者」という。）を次のとおり指定した。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義　

１　指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

　　株式会社北國銀行

　　金沢市広岡２丁目12番６号

２　指定をした日

　　令和８年４月１日

３　指定納付受託者が取り扱うことができる歳入等の種類

　⑴　兼六園

　　　入園料及び呈茶料

　⑵　金沢城公園

　　　入館料及び呈茶料

　⑶　石川県立美術館

　　　使用料及び物品販売代金

　⑷　石川県立歴史博物館

　　　使用料及び物品販売代金

　⑸　石川県立白山ろく民俗資料館

　　　入場料

　⑹　石川県立図書館

　　　貸館使用料、駐車場使用料及び刊行物等販売料

　⑺　石川県立九谷焼技術者自立支援工房

　　　施設利用料及び機器使用料

　⑻　石川県青少年総合研修センター

　　　使用料

　⑼　石川四高記念文化交流館
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　　　使用料及び物品販売代金

　⑽　のと里山空港

　　　着陸料及び停留料

　⑾　白山室堂ビジターセンター

　　　県有施設使用料

　⑿　南竜山荘

　　　県有施設使用料

４　指定納付受託者の指定期間

　　令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

　　ＰａｙＰａｙ株式会社

　　東京都千代田区紀尾井町１番３号

２　指定をした日

　　令和８年４月１日

３　指定納付受託者が取り扱うことができる歳入等の種類

　⑴　兼六園

　　　入園料及び呈茶料

　⑵　金沢城公園

　　　入館料及び呈茶料

　⑶　石川県立美術館

　　　使用料及び物品販売代金

　⑷　石川県立歴史博物館

　　　使用料及び物品販売代金

　⑸　石川県立白山ろく民俗資料館

　　　入場料

　⑹　石川四高記念文化交流館

　　　使用料及び物品販売代金

　⑺　石川県青少年総合研修センター

　　　使用料

　⑻　石川県立九谷焼技術者自立支援工房

　　　施設利用料及び機器使用料

　⑼　石川県立図書館

　　　貸館使用料、駐車場使用料及び刊行物等販売料

　⑽　のと里山空港

　　　着陸料及び停留料

　⑾　白山室堂ビジターセンター

　　　県有施設使用料

　⑿　南竜山荘

　　　県有施設使用料

　⒀　石川県立能楽堂

　　　物品販売料

　⒁　石川県国際交流センター

　　　施設使用料

　⒂　石川農林総合研究センター　林業試験場

　　　使用料及び手数料

　⒃　いしかわ動物愛護センター

　　　ドッグラン利用料
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４　指定納付受託者の指定期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第151号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

指定公金事務

取扱者の名称

指定公金事務

取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託

した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱

者の指定をした日

公金事務の

委託をした日

公益財団法人石川県

国際交流協会

金沢市本町１丁目

５番３号

石川県国際交流センターに

おける使用料徴収事務
令和８年４月１日 令和８年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第152号

　次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、令和８年４月24日から同年５月８日まで縦覧に供する。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 関係図面の縦覧場所

清水小坂線
金沢市牧町ロ12番１地先から

金沢市牧町イ36番１地先まで
令和８年４月24日

県央土木総合事務所

維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第153号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

指定公金事務

取扱者の名称

指定公金事務

取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託

した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱

者の指定をした日

公金事務の

委託をした日

石川県漁業協同組合
金沢市無量寺町ヲ

51番地

金沢港金石地区船だまりに

係る使用料の徴収事務
令和８年４月１日 令和８年４月１日

公 告

特定調達契約に係る入札公告

　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す

る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

１  調達内容

　⑴　購入件名及び数量

　　　地震体験車　１台

　⑵　調達件名の特質等

　　　地震体験車仕様書による。

　⑶　納入期限

　　　令和９年３月26日

　⑷　納入場所
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　　　別途指定する場所

　⑸　入札方法

　本入札は、入札等を石川県物品調達電子入札システム（下記ホームページアドレス。以下「電子入札システム」

という。）により行う。

　　　https://www.ep-bid.supercals.jp/ebidGoodsAccepter/index.jsp?KikanNo=1700100

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは ､ その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること ｡

２　競争入札参加者資格

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

⑵　令和８年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等（令和８年石川県告示第121号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、４⑴イに掲げる場所において随時申請を受け付けてい

る。　

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア  役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

　（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

イ  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３  入札者に要求される義務

　入札者は、当該調達物品又はこれと同等の類似品を迅速かつ確実に納入できることを証明する書類を令和８年５

月22日 ( 金 ) 午後５時までに電子入札システムにより提出しなければならない。（電子入札システムによる提出が

難しい場合は、契約担当者からの指示に従うこと。）なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。また、石川県総務部管財課の承諾を得て紙入札を行う者は、下記入札書の受付期限

内に４(1) イに掲げる場所まで提出すること（郵送の場合は、書留郵便とし、受付期限内必着とする。）。

４  入札書の提出等

　⑴　入札説明書の交付方法及び問合せ先

　　ア　交付方法

　　　　石川県物品調達入札情報システム（下記ホームページアドレス）の入札予定画面よりダウンロードすること。

　　　　https://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPIGPublish/EjPPIj?KikanNO=1700100

　　イ　問合せ先

　　　　〒920-8580  金沢市鞍月１丁目１番地

　　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076-225-1262

　⑵　入札書の受付期限及び方法

　　　電子入札システムにより、令和８年６月５日（金）午前11時までに入札書を提出すること。

　⑶　開札の日時

　　　令和８年６月５日（金）午後１時30分

５　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨
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　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　入札書の無効

　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否

　落札決定の通知をした日から起算して５日以内（当該期間内に石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条

例第16号）第１条第１項に規定する県の休日に当たる日があるときは、その日数を加算した期間）に仮契約書を

作成し、仮契約を締結しなければならない。

　なお、この物品の調達契約の締結については、事前に県議会の議決を要するので、当該仮契約は、県議会でこ

の物品の調達契約の締結に係る議案が議決されたときに本契約となるものとする。ただし、県は、当該議案が石

川県議会で議決されなかった場合でも、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わない。

　⑸　落札者の決定方法

　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無

　　　無

　⑺　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

６  Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　Earthquake simulation vehicle 1 unit

　⑵　Characteristics of the procurement in accordance with the “Specifications for 

　　　the Earthquake Simulation Vehicle” prepared by Ishikawa Prefectural Government.

　⑶　Delivery period 

　　　By 26 March 2027 

　⑷　Delivery place

　　　To be specified later

　⑸　Time limit of tender

　　　11:00 a.m. ５ June 2026 

　⑹　Contact point for the notice

　　　Property Custody Division Ishikawa Prefectural Government

　　　1-1 Kuratsuki Kanazawa 920-8580 Japan TEL 076-225-1262

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義　　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　調達役務の名称

　　　石川県原子力防災基礎研修業務委託

　⑵　調達案件の仕様等

　　　入札説明書及び仕様書による。

　⑶　履行期間

　　　契約日から令和８年８月31日まで

　⑷　実施日及び場所

　　　入札説明書及び仕様書による。
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　⑸　入札方法

　石川県原子力防災基礎研修業務委託に係る一切の経費を含めた金額により行う。落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載すること。

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

⑵　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、

令和８年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。 

⑷　令和３年４月１日から令和８年３月31日までの間に、国又は地方公共団体が発注した同種の原子力研修業務を

受注し、又は履行した実績があることを証明できること。

３　入札参加申請書の提出期限及び場所

　入札者は、入札参加申請書に競争入札参加者資格を証明できる書類を添付して、令和８年５月15日（金）までに

４⑴の場所に提出しなければならない。

４　入札説明書の交付場所等

　⑴　入札説明書の交付場所及び問合せ先

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　石川県危機管理部防災対策課事態即応グループ（原子力防災担当）

　　　電話番号　076－225－1465

　⑵　入札説明書の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付

　⑶　入札書の受領期限

　令和８年５月25日（月）午後２時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の場所

とする。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和８年５月25日（月）午後２時

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎603会議室

５　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　無効の入札書

　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑷　入札に参加する者に必要な資格に関する事項の審査

　この公告による入札に参加を希望する者は、２⑷に係る事項を証明する書類を令和８年５月15日（金）までに

石川県危機管理部防災対策課事態即応グループに提出すること。

　⑸　契約書の要否

　　　要

　⑹　落札者の決定方法

　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

　⑺　手続における交渉の有無

　　　無
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　⑻　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年度狩猟免許試験の実施公告

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第41条の規定により、令和８年度の

狩猟免許試験を次のとおり実施する。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義　　　

１　日時及び場所

日　　時 申　請　期　間 場          所 主な対象区域

令和８年６月20日(土）

午前10時から

令和８年５月15日(金)から

同年６月５日(金)まで

金沢市鞍月２丁目１番地

石川県地場産業振興センター本館

第１研修室ほか

県 全 域

令和８年８月８日(土）

午前10時から

令和８年７月３日(金)から

同年７月24日(金)まで

七尾市本府中町ヲ部38番地

七尾市矢田郷地区コミュニティセンター

多目的ホールほか

〃

令和８年９月10日(木）

午前10時から

令和８年８月７日(金)から

同年８月28日(金)まで

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁

1102会議室ほか

〃

令和９年２月28日(日)

午前10時から

令和９年１月22日(金)から

同年２月12日(金)まで

能美市辰口町ヌ10

能美市辰口福祉会館

交流ホールほか

〃

２　申請書等の提出先

　　住所地を管轄する各石川県農林総合事務所管理部

３　その他

　　試験についての問合せは、石川県生活環境部自然環境課又は各石川県農林総合事務所管理部へすること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年度狩猟免許更新に係る適性試験及び講習の実施公告

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号） 第51条第２項及び第４項の規定によ

り、令和８年度の狩猟免許更新の適性試験及び講習を次のとおり実施する。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義　　　　

１　日時及び場所

日　　時 申　請　期　間 場          所 主な対象区域

令和８年７月３日(金)

午後１時から

令和８年５月29日(金)から

同年６月19日(金)まで

加賀市山代温泉北２丁目68

加賀市文化会館

101会議室

小松市、加賀

市、能美市、

川北町

令和８年７月８日(水）

午後１時から

令和８年６月３日(水)から

同年６月24日(水)まで

七尾市本府中町ヲ部38番地

七尾市矢田郷地区コミュニティセンター

多目的ホール

七尾市、羽咋

市、志賀町、

宝達志水町、

中能登町

令和８年７月13日(月）

午後１時から

令和８年６月８日(月)から

同年６月29日(月)まで

輪島市三井町洲衛10部11番１

石川県奥能登総合事務所

42・43会議室

輪島市、珠洲

市、穴水町、

能登町

令和８年７月16日(木） 令和８年６月11日(木)から 金沢市鞍月１丁目１番地 県　全　域
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午後１時から 同年７月２日(木)まで 石川県庁

1102会議室

令和８年７月19日(日）

午後１時から

令和８年６月12日(金)から

同年７月３日(金)まで

七尾市本府中町ヲ部38番地

七尾市矢田郷地区コミュニティセンター

多目的ホール

七尾市、羽咋

市、志賀町、

宝達志水町、

中能登町

令和８年７月23日(木)

午後１時から

令和８年６月18日(木)から

同年７月９日(木)まで

小松市大島町丙42番地３

小松市民センター

セミナールームＡ・Ｂ・Ｃ

小松市、加賀

市、能美市、

川北町

令和８年７月25日(土）

午後１時から

令和８年６月19日(金)から

同年７月10日(金)まで

金沢市鞍月２丁目１番地

石川県地場産業振興センター本館

第７研修室

県　全　域

令和８年８月２日（日）

午後１時から

令和８年６月26日(金)から

同年７月17日(金)まで

輪島市三井町洲衛10部11番１

石川県奥能登総合事務所

42・43会議室

輪島市、珠洲

市、穴水町、

能登町

令和８年８月５日(水）

午後１時から

令和８年７月１日(水)から

同年７月22日(水)まで

羽咋郡志賀町富来領家町甲の10番地

志賀町富来活性化センター

中会議室

七尾市、羽咋

市、志賀町、

宝達志水町、

中能登町

令和８年８月31日(月)

午後１時から

令和８年７月27日(月)から

同年８月17日(月)まで

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁

1102会議室

県　全　域

２　申請書等の提出先

　　住所地を管轄する各石川県農林総合事務所管理部

３　その他

　　試験及び講習についての問合せは、石川県生活環境部自然環境課又は各石川県農林総合事務所管理部へすること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地改良区の役員退任公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義 

　大崎土地改良区

職　名 氏　　名 住　　　　　所 退任年月日

理　事 野 田 稔 彦 かほく市大崎五字316番地１ 令和８年３月31日

〃 松 原 秋 夫 かほく市大崎ト34番地１ 〃

〃 中 村 修 一 かほく市大崎二字19番地 〃

〃 長 原 克 信 かほく市大崎弐字42番地１ 〃

〃 小 村 　 大 かほく市大崎ト５番地 〃

監　事 小 村 　 悟 かほく市大崎ホ１番地甲 〃

〃 油 井 敏 男 かほく市大崎東95番地 〃

〃 西 川 真 悟 かほく市大崎北120番地１ 〃

　河北潟沿岸土地改良区

職　名 氏　　名 住　　　　　所 退任年月日

理　事 酒 井 善 次 かほく市指江リ24番地１ 令和８年３月31日
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〃 寺 井 浩 幸 かほく市内日角チ154番地甲 〃

〃 酒 井 義 光 河北郡津幡町字能瀬カ34番地 〃

〃 高 山 　 実 河北郡津幡町字舟橋ハ64番地 〃

〃 洞 庭 　 元 河北郡津幡町字川尻カ241番地 〃

〃 田 賀 善 一 河北郡津幡町字川尻ヨ123番地 〃

〃 加 藤 貞 和 河北郡津幡町字潟端ト60番地 〃

〃 中 村 　 孝 金沢市今町ル82番地 〃

〃 林 　 克 己 金沢市北森本町ル34番地 〃

〃 廣 瀬 　 浩 金沢市岸川町チ25番地 〃

〃 小 林 博 紀 金沢市八田町東40番地 〃

〃 今 井 信 夫 金沢市大場町東224番地２ 〃

〃 小 嶋 　 励 金沢市才田町東130番地 〃

〃 宮 永 仁 志 金沢市福久町ワ34番地 〃

〃 福 島 幸 夫 金沢市田中町ろ60番地 〃

〃 宮 本 一 也 金沢市千木町ヲ43番地 〃

〃 寺 　 山 　 　 　 禎 金沢市大浦町ホ43番地 〃

〃 西 川 秀 毅 金沢市木越町タ92番地 〃

〃 室 住 吉 隆 金沢市東蚊爪町チ116番地１ 〃

〃 榮 村 一 弘 金沢市松寺町丑162番地 〃

〃 南 　 守 雄 河北郡内灘町字西荒屋ハの69番地の３ 〃

〃 北 川 利 一
河北郡内灘町字向粟崎１丁目246番地１　メゾン・ブリ

エ・103号
〃

監　事 川 端 憲 治 かほく市狩鹿野ニ77番地 〃

〃 井 波 文 雄 河北郡津幡町字潟端ト59番地 〃

〃 川 端 　 満 金沢市才田町乙183番地３ 〃

〃 坪 内 健 一 河北郡内灘町字宮坂ホ34番地６ 〃

〃 鈴 木 時 秀 河北郡津幡町字太田は140番地４ 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地改良区の役員就任公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　大崎土地改良区	

職　名 氏　　名 住　　　　　所 就任年月日

理　事 野 田 稔 彦 かほく市大崎五字316番地１ 令和８年４月１日

〃 松 原 秋 夫 かほく市大崎ト34番地１ 〃

〃 中 村 修 一 かほく市大崎二字19番地 〃

〃 長 原 克 信 かほく市大崎弐字42番地１ 〃

〃 小 村 　 大 かほく市大崎ト５番地 〃

監　事 西 川 真 悟 かほく市大崎北120番地１ 〃

〃 永 田 敬 司 かほく市大崎弐字３番地27 〃

〃 今 村 義 文 かほく市大崎ル33番地 〃

河北潟沿岸土地改良区	

職　名 氏　　名 住　　　　　所 就任年月日
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理　事 酒 井 義 光 河北郡津幡町字能瀬カ34番地 令和８年４月１日

〃 小 林 博 紀 金沢市八田町東40番地 〃

〃 田 賀 善 一 河北郡津幡町字川尻ヨ123番地 〃

〃 室 住 吉 隆 金沢市東蚊爪町チ116番地１ 〃

〃 北 川 利 一
河北郡内灘町字向粟崎１丁目246番地１　メゾン・ブリ

エ・103号
〃

〃 多 田 昭 男 かほく市指江ト84番地 〃

〃 寺 井 浩 幸 かほく市内日角チ154番地甲 〃

〃 中 川 　 透 河北郡津幡町字舟橋ハ５番地 〃

〃 竹 澤 清 明 河北郡津幡町字中須加に23番地 〃

〃 加 藤 貞 和 河北郡津幡町字潟端ト60番地 〃

〃 中 村 　 孝 金沢市今町ル82番地 〃

〃 林 　 克 己 金沢市北森本町ル34番地 〃

〃 中 川 好 男 金沢市利屋町ヲ87番乙号地 〃

〃 今 井 信 夫 金沢市大場町東224番地２ 〃

〃 奥 村 登 志 金沢市才田町は57番地 〃

〃 宮 永 仁 志 金沢市福久町ワ34番地 〃

〃 福 島 幸 夫 金沢市田中町ろ60番地 〃

〃 宮 本 一 也 金沢市千木町ヲ43番地 〃

〃 寺 　 山 　 　 　 禎 金沢市大浦町ホ43番地 〃

〃 中 野 佳 雄 金沢市木越町タ78番地 〃

〃 榮 村 一 弘 金沢市松寺町丑162番地 〃

〃 南 　 守 雄 河北郡内灘町字西荒屋ハの69番地の３ 〃

〃 野 村 洋 子 かほく市狩鹿野ニ54番地 〃

〃 専 　 田 　 し づ え 河北郡津幡町字能瀬ニ85番地１ 〃

〃 橋 田 明 子 金沢市大浦町ヌ69番地１ 〃

監　事 川 端 　 満 金沢市才田町乙183番地３ 〃

〃 川 端 憲 治 かほく市狩鹿野ニ77番地 〃

〃 片 山 靖 志 河北郡津幡町字潟端208番地１ 〃

〃 坪 内 健 一 河北郡内灘町字宮坂ホ34番地６ 〃

〃 鈴 木 時 秀 河北郡津幡町字太田は140番地４ 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地改良区の定款変更認可公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

土　地　改　良　区　の　名　称 認　可　年　月　日

志 賀 町 土 地 改 良 区 令　和　８　年　４　月　13　日

川 尻 用 水 土 地 改 良 区 令　和　８　年　４　月　15　日

河 北 潟 沿 岸 土 地 改 良 区 令　和　８　年　４　月　16　日

河 北 潟 干 拓 土 地 改 良 区 令　和　８　年　４　月　16　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本測量終了公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から、次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　令和８年４月24日
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石川県知事　　山　　野　　之　　義

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域

基 本 測 量

（ 電 子 基 準 点 測 量 ）

令和７年４月１日から

令和８年３月31日まで

七尾市、小松市、輪島市、加賀市、

白山市、河北郡内灘町、羽咋郡志賀

町、羽咋郡宝達志水町、鳳珠郡穴水

町、鳳珠郡能登町

基 本 測 量

（ 電 子 基 準 点 測 量 及 び 機 動 観 測 ）

令和７年４月１日から

令和８年３月31日まで
珠洲市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道路の位置の指定公告

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

関係土地の地名及び地番 道路の幅員及び延長 位置指定申請者 指定年月日

かほく市木津ハ68番４
幅員　　　 　6.00ｍ

延長　  　　66.57ｍ

金沢市入江１丁目30番地

ひととき株式会社
令和８年４月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和８年４月24日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　委託業務名　

　　　安全運転管理者等講習業務委託

　⑵　業務内容

　　　入札説明書による。

　⑶　委託期間

　　　契約締結の日から令和９年３月31日まで

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成

９年石川県告示第581号）に基づき、令和８年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全

てに該当し、かつ、知事によりこの契約に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。

⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。

⑶　国又は地方公共団体が発注した各種委託業務を受注し、又は履行した実績を有し、この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること。

⑷　道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の２第３項の規定に基づき、令和８年５月14日（木）までに石川

県公安委員会から認定を受けた者で、石川県内に本店、支店等を有するものであること。

⑸　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

ア　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
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又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３　入札者に要求される義務           

　入札者は、入札参加者資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加者資格確認申請書は、次に示す事項

について証明する書類を添えて令和８年５月14日（木）までに５⑴の提出場所に提出すること。

　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

⑴　仕様書に定められる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であること。

⑵　国又は地方公共団体が発注した各種委託業務を受注し、又は履行した実績を有し、この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること。

⑶　道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の２第３項の規定に基づき、令和８年５月14日（木）までに石川

県公安委員会から認定を受けた者で、石川県内に本店、支店等を有するものであること。

４　入札参加資格の確認結果の通知

　　確認結果の通知は、令和８年５月15日（金）までに入札参加者資格確認結果通知書の郵送等により行う。      

５　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所、入札説明書及び入札参加者資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

　　　〒920－8553　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　石川県警察本部庁舎４階　会計課   電話番号　076－225－0110（内線2213）

　⑵　入札説明書の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付

　⑶　入札書の受領期限

　令和８年５月18日（月）正午（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は⑴の提出場所と

する。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和８年５月18日（月）午後１時30分　石川県警察本部庁舎２階　入札室 

６　入札方法　

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分

の100に相当する金額を入札書に記載すること。

７　落札者の決定方法                                                  

　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

８　入札に関する注意事項

⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加者資格確認結果通知書を提示すること。

⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

⑶　入札参加者資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場

合において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効

　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者

の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

10　契約書作成の要否

　　要

11　入札保証金及び契約保証金

　　免除

発行人　〒920－8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

編　集　〒921－8002　石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 　㈱　共　栄　TEL（076）292－2236
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